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(57)【要約】
【課題】レシーバー入射面上における集光スポットの回
転が適切に抑えられる太陽光集光装置を提供する。
【解決手段】天球上における太陽の動きを、直交する回
転軸ｘ，ｙ回りの回転によって追尾し、搭載された平面
反射鏡３で反射した太陽光をレシーバー入射面に入射さ
せる太陽光集光装置であって、レシーバー入射面に含ま
れる１本の線分であって、ターゲット点ｐを通る直線ａ
を仮想し、この直線ａと不動点ｅを含む平面Ｑを仮想し
た場合に、平面Ｑと直交する直線に対する回転軸ｘの傾
きを５°以下（但し、０°の場合を含む）とする。平面
反射鏡３の回転軸ｙの位置で反射した光がレシーバー入
射面と交差する点の集合は、レシーバー入射面上で仮想
される直線ａに常に含まれる。そして、平面反射鏡３の
鏡面３０上にあって、回転軸ｙと平行な線分上で反射し
た光線がレシーバー入射面と交差する点の集合からなる
線分と、レシーバー入射面上で仮想される直線ａとが常
に平行になるので、集光スポットの回転が抑えられる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定支持部（1）に回転可能に支持される第一回転部材（2x）と、該第一回転部材（2x
）に回転可能に支持される第二回転部材（2y）と、該第二回転部材（2y）に固定される平
面反射鏡（3）を備え、
　第一回転部材（2x）の回転軸（x）と第二回転部材（2y）の回転軸（y）とが直交し、且
つ、平面反射鏡（3）の鏡面（30）が回転軸（y）に対して平行であり、
　天球上における太陽の動きを、回転軸（x），（y）回りの回転によって追尾し、平面反
射鏡（3）で反射した太陽光をレシーバーの入射面に入射させる太陽光集光装置であって
、
　レシーバーの入射面に含まれる１本の線分であって、ターゲット点（p）を通る直線（a
）を仮想し、該直線（a）と不動点（e）を含む平面（Q）を仮想した場合に、平面（Q）と
直交する直線に対する回転軸（x）の傾きが５°以下（但し、０°の場合を含む）である
ことを特徴とする太陽光集光装置。
【請求項２】
　平面反射鏡（3）の鏡面（30）が平行四辺形であることを特徴とする請求項１に記載の
太陽光集光装置。
【請求項３】
　レシーバーの入射面の中心をターゲット点（p）とし、該ターゲット点（p）を通る直線
（a）が水平であることを特徴とする請求項１又は２に記載の太陽光集光装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の太陽光集光装置がレシーバーの周囲に複数配置され、
該複数の太陽光集光装置により太陽光がレシーバーに集光されることを特徴とする集光型
発電設備。
【請求項５】
　固定支持部（1）に回転可能に支持される第一回転部材（2x）と、該第一回転部材（2x
）に回転可能に支持される第二回転部材（2y）と、該第二回転部材（2y）に固定される平
面反射鏡（3）を備え、
　第一回転部材（2x）の回転軸（x）と第二回転部材（2y）の回転軸（y）とが直交し、且
つ、平面反射鏡（3）の鏡面（30）が回転軸（y）に対して平行であり、
　天球上における太陽の動きを、回転軸（x），（y）回りの回転によって追尾し、平面反
射鏡（3）で反射した太陽光をレシーバーの入射面に入射させる太陽光集光装置の設置方
法であって、
　レシーバーの入射面に含まれる１本の線分であって、ターゲット点（p）を通る直線（a
）を仮想し、該直線（a）と不動点（e）を含む平面（Q）を仮想した場合に、平面（Q）と
直交する直線に対する回転軸（x）の傾きが５°以下（但し、０°の場合を含む）となる
ように太陽光集光装置を設置することを特徴とする太陽光集光装置の設置方法。
【請求項６】
　平面反射鏡（3）の鏡面（30）が平行四辺形であることを特徴とする請求項５に記載の
太陽光集光装置の設置方法。
【請求項７】
　レシーバーの入射面の中心をターゲット点（p）とし、該ターゲット点（p）を通る直線
（a）が水平であることを特徴とする請求項５又は６に記載の太陽光集光装置の設置方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽エネルギーを利用するための集光設備において、太陽の動きを二本の直
交する回転軸周りの回転によって追尾し、搭載した平面反射鏡に太陽光を反射させてレシ
ーバーに集光する太陽光集光装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　太陽光を多数の太陽光集光装置（ヘリオスタット）によりソーラータワー上部に設置さ
れたレシーバーに集め、その太陽光エネルギーを用いる太陽熱発電や太陽光発電、太陽炉
等の設備が知られている。ここで使用される太陽光集光装置は、搭載した反射鏡の鏡面を
任意の方向に向ける機能を備えており、その反射鏡の鏡面の向きを見かけ上の太陽の方向
に応じて適切に制御することにより、太陽から入射して鏡面で反射した光をレシーバーの
入射面（受光面）に集光する。
【０００３】
　従来一般的に利用されている太陽光集光装置には、経緯台方式と赤道儀方式の二通りが
ある（例えば、特許文献１，２）。いずれも地面に対してその位置と方向が固定された第
一の回転軸と、それと直交するように設けられた第二の回転軸を備え、後者に対して反射
鏡が取り付けられている。第一の回転軸が地面に垂直である場合が経緯台式であり、地軸
に平行である場合が赤道儀式である。反射鏡が長方形の場合、長方形の四辺のうち向かい
合う二辺が第二の回転軸と直角になり、残り二辺が第二の回転軸と平行になるように取り
付けられるのが普通である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２５１７５５号公報
【特許文献２】特開２０１０－１０１５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　反射鏡が長方形などの平行四辺形である場合、ソーラータワー上部に設置されたレシー
バーの入射面上の集光スポット（レシーバー入射面において反射光によって照らし出され
る部分）の形状も、基本的に平行四辺形となる。しかし、従来の経緯台式や赤道儀式の太
陽光集光装置を用いた場合、レシーバー入射面上の集光スポットの形状が、時間の経過と
ともに、あたかも回転したように変化するという問題がある。このような集光スポットの
回転が生じると、レシーバーに到達する太陽光エネルギーを全て活用したい場合には、集
光スポットの回転範囲を含むような、十分に大きいレシーバーを用意しなければならない
。一方、レシーバー入射面全体に、常にできるだけ一様に反射光が当たっていなければな
らない場合には、回転する集光スポットによって常に照らされている部分に含まれるよう
に、レシーバーを十分に小さくしなければならない。前者の場合には、レシーバーが有効
に活用できておらず、後者の場合には、集められた太陽光エネルギーが有効に活用できて
いないことになり、いずれも効率な発電システムとは言い難い。
【０００６】
　したがって本発明の目的は、以上のような従来技術の課題を解決し、レシーバー入射面
上における集光スポットの回転（経時的に回転を生じているかのような形状変化）が適切
に抑えられる太陽光集光装置を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、集光スポットの回転（経時的に回転を生じているかのよう
な形状変化）が抑えられる太陽光集光装置の設置方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記課題を解決するため検討を重ねた結果、レシーバー入射面において
ターゲット点pを通過する任意の直線ａを仮想し、この直線ａと不動点e（太陽光集光装置
の第一回転軸と第二回転軸の交点）を含む平面Qを仮想した場合、この仮想の平面Qとほぼ
直交するように太陽光集光装置の第一回転軸を設定することにより、レシーバー入射面上
における集光スポットの回転（経時的に回転を生じているかのような形状変化）が適切に
抑えられることを見出した。
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【０００８】
　本発明はこのような知見に基づきなされたもので、以下を要旨とするものである。
［1］固定支持部（1）に回転可能に支持される第一回転部材（2x）と、該第一回転部材（
2x）に回転可能に支持される第二回転部材（2y）と、該第二回転部材（2y）に固定される
平面反射鏡（3）を備え、
　第一回転部材（2x）の回転軸（x）と第二回転部材（2y）の回転軸（y）とが直交し、且
つ、平面反射鏡（3）の鏡面（30）が回転軸（y）に対して平行であり、
　天球上における太陽の動きを、回転軸（x），（y）回りの回転によって追尾し、平面反
射鏡（3）で反射した太陽光をレシーバーの入射面に入射させる太陽光集光装置であって
、
　レシーバーの入射面に含まれる１本の線分であって、ターゲット点（p）を通る直線（a
）を仮想し、該直線（a）と不動点（e）を含む平面（Q）を仮想した場合に、平面（Q）と
直交する直線に対する回転軸（x）の傾きが５°以下（但し、０°の場合を含む）である
ことを特徴とする太陽光集光装置。
【０００９】
［2］上記［1］の太陽光集光装置において、平面反射鏡（3）の鏡面（30）が平行四辺形
であることを特徴とする太陽光集光装置。
［3］上記［1］又は［2］の太陽光集光装置において、レシーバーの入射面の中心をター
ゲット点（p）とし、該ターゲット点（p）を通る直線（a）が水平であることを特徴とす
る太陽光集光装置。
［4］上記［1］～［3］のいずれかの太陽光集光装置がレシーバーの周囲に複数配置され
、該複数の太陽光集光装置により太陽光がレシーバーに集光されることを特徴とする集光
型発電設備。
【００１０】
［5］固定支持部（1）に回転可能に支持される第一回転部材（2x）と、該第一回転部材（
2x）に回転可能に支持される第二回転部材（2y）と、該第二回転部材（2y）に固定される
平面反射鏡（3）を備え、
　第一回転部材（2x）の回転軸（x）と第二回転部材（2y）の回転軸（y）とが直交し、且
つ、平面反射鏡（3）の鏡面（30）が回転軸（y）に対して平行であり、
　天球上における太陽の動きを、回転軸（x），（y）回りの回転によって追尾し、平面反
射鏡（3）で反射した太陽光をレシーバーの入射面に入射させる太陽光集光装置の設置方
法であって、
　レシーバーの入射面に含まれる１本の線分であって、ターゲット点（p）を通る直線（a
）を仮想し、該直線（a）と不動点（e）を含む平面（Q）を仮想した場合に、平面（Q）と
直交する直線に対する回転軸（x）の傾きが５°以下（但し、０°の場合を含む）となる
ように太陽光集光装置を設置することを特徴とする太陽光集光装置の設置方法。
【００１１】
［6］上記［5］の設置方法において、平面反射鏡（3）の鏡面（30）が平行四辺形である
ことを特徴とする太陽光集光装置の設置方法。
［7］上記［5］又は［6］の設置方法において、レシーバーの入射面の中心をターゲット
点（p）とし、該ターゲット点（p）を通る直線（a）が水平であることを特徴とする太陽
光集光装置の設置方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の太陽光集光装置では、平面反射鏡（3）の回転軸（y）の位置で反射した光がレ
シーバー入射面と交差する点の集合は、レシーバー入射面上で仮想される直線（a）に常
に含まれる。そして、平面反射鏡（3）の鏡面（30）上にあって、回転軸（y）と平行な線
分上で反射した光線がレシーバー入射面と交差する点の集合からなる線分と、レシーバー
入射面上で仮想される直線（a）とが常に平行になるので、集光スポットの回転（経時的
に回転を生じているかのような形状変化）が抑えられることになる。以上のような本発明
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の作用効果は、平面（Q）と直交する直線に対する回転軸（x）の傾きが０°、すなわち、
回転軸（x）が平面（Q）と直交している場合に端的に得られるものであるが、平面（Q）
と直交する直線に対する回転軸（x）の傾きが５°以下であれば、回転軸（x）が平面（Q
）とおおむね直交していると見なすことができるので、この場合にも、上記に準じた相応
の作用効果が得られ、集光スポットの回転（経時的に回転を生じているかのような形状変
化）が抑えられる。
　また、本発明の太陽光集光装置の設置方法によれば、集光スポットの回転（経時的に回
転を生じているかのような形状変化）が抑えられる太陽光集光装置を設置することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の太陽光集光装置が適用される集光型発電設備の一例を模式的に示すもの
で、図１（ア）は平面図、図１（イ）は側面図
【図２】本発明の太陽光集光装置の一実施形態を模式的に示すもので、平面反射鏡を一部
切り欠いた状態で示す背面図
【図３】図２に示す太陽光集光装置の側面図
【図４】レシーバー入射面上での集光スポットの経時的な形状変化を模式的に示すもので
、図４（ア）は従来装置を使用した場合の集光スポットの形状変化を示す図面、図４（イ
）は本発明装置を使用した場合の集光スポットの形状変化を示す図面
【図５】従来の経緯台式装置を使用した場合について、数値計算により求めたレシーバー
入射面上での集光スポットの経時的な形状変化を示す光の強度分布図
【図６】従来の赤道儀式装置を使用した場合について、数値計算により求めたレシーバー
入射面上での集光スポットの経時的な形状変化を示す光の強度分布図
【図７】本発明装置を使用した場合について、数値計算により求めたレシーバー入射面上
での集光スポットの経時的な形状変化を示す光の強度分布図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の太陽光集光装置は、太陽熱発電又は太陽光発電を行う集光型発電設備などにお
いて、太陽の動きを二本の直交する回転軸周りの回転によって追尾し、搭載した平面反射
鏡に太陽光を反射させてレシーバーに集光する装置であり、ヘリオスタットとも呼ばれる
。
　図１は、本発明の太陽光集光装置が適用される集光型発電設備（太陽熱発電又は太陽光
発電を行う集光型発電設備）の一例を模式的に示すものであり、図１（ア）は平面図、図
１（イ）は側面図である。敷地内には、上部にレシーバー６を備えたソーラータワー５と
、複数の太陽光集光装置４が設置され、太陽光線を複数の太陽光集光装置４を用いてソー
ラータワー５の上部のレシーバー６に集光する。このレシーバー６は、平面状の入射面（
受光面）を有する。
【００１５】
　通常、太陽光集光装置４は、ソーラータワー５（レシーバー６）の周囲に数百台～数万
台設置される。ソーラータワー５の高さは任意であるが、通常は５０～１００ｍ程度であ
る。ソーラータワー５の上部に設置されるレシーバー６は、集光型太陽熱発電設備の場合
には、太陽熱レシーバーで構成される。一般に、太陽熱レシーバーは、その入射面（受光
面）に伝熱管が密に並べられ、この伝熱管内を熱媒体が流れる。また、集光型太陽光発電
設備の場合には、レシーバー６は太陽光レシーバーで構成される。この太陽光レシーバー
は、その入射面（受光面）に太陽電池セル（例えば、多接合型太陽電池セル）が配置され
る。
　北半球に集光型発電設備を設置する場合、通常、敷地の南端にソーラータワー５を設置
し、その上部にレシーバー６を北へ向けて取り付ける。この場合、レシーバー６の入射面
が北側に前傾していてもよい。そして、ソーラータワー５の北側の地面に、平面反射鏡（
通常、長方形の平面反射鏡）を搭載した多数の太陽光集光装置４を設置する。
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【００１６】
　図２及び図３は、本発明の太陽光集光装置の一実施形態を模式的に示すもので、図２は
平面反射鏡を一部切り欠いた状態で示す背面図、図３は側面図であり、いずれの図面にも
ソーラータワー上部に設置されるレシーバー６を図示してある。
　この太陽光集光装置は、地面などの設置基盤に立設された支柱などからなる固定支持部
１と、この固定支持部１に回転可能に支持される第一回転部材２xと、この第一回転部材
２xに回転可能に支持される第二回転部材２yと、この第二回転部材２yに固定される平面
反射鏡３を備えている。そして、第一回転部材２xの回転軸ｘ（以下、「第一の回転軸ｘ
」という場合がある）と第二回転部材２yの回転軸ｙ（以下、「第二の回転軸ｙ」という
場合がある）とが直交し、且つ、平面反射鏡３の鏡面３０が回転軸ｙに対して平行になる
ように構成されている。第一回転部材２xと第二回転部材２yは、制御装置で制御される駆
動装置（いずれも図示せず）により、それぞれ回転軸ｘ，ｙ回りに回転駆動する。
【００１７】
　このような太陽光集光装置は、天球上における太陽の動きを、回転軸ｘ，ｙ回りの回転
によって追尾し、平面反射鏡３で反射した太陽光をレシーバー６の入射面６０（受光面）
に入射させる。
　平面反射鏡３の鏡面３０の形状は任意であるが、通常は、長方形、正方形などの平行四
辺形である。集光スポットの回転は、鏡面３０の形状が平行四辺形である場合に特に問題
となる。この場合、平行四辺形（以下、「長方形」を例に説明する）の平面反射鏡３は、
切れ目のない一枚の鏡であってもよいし、複数枚の平面鏡の貼り合わせで、一枚の長方形
反射鏡を近似的に構成するものであってもよい。長方形の平面反射鏡３を第二回転部材２
yに取り付け固定する形態は、通常、長方形の四辺のうち、向かい合う二辺が第二の回転
軸ｙと平行に、残り二辺が第二の回転軸ｙと直角になるようにする。
【００１８】
　本発明の太陽光集光装置は、以上のような基本的な構成において、レシーバー６の入射
面６０に含まれる１本の線分であって、ターゲット点ｐを通る直線ａを仮想し、この直線
ａと不動点ｅを含む平面Ｑを仮想した場合に、平面Ｑと直交する直線に対する第一の回転
軸ｘの傾きを５°以下（但し、０°の場合を含む）とする。すなわち、平面Ｑと直交する
直線に対する傾きが５°以下（但し、０°の場合を含む）となるように第一の回転軸ｘを
設定する。
　ここで、不動点ｅとは、第一の回転軸ｘと第二の回転軸ｙとの交点のことであり、ター
ゲット点ｐとは、不動点ｅの位置で反射した光が常に入射するように制御されるレシーバ
ー入射面上のポイントのことである。太陽光集光装置は、レシーバー６の入射面６０上に
ターゲット点ｐを定め、不動点ｅの位置で反射した光が常にそのターゲット点ｐに入射す
るように制御される。
【００１９】
　第一の回転軸ｘは、平面Ｑと直交する直線に対する傾きが０°であること、すなわち第
一の回転軸ｘが平面Ｑと直交していることが最も好ましいが、平面Ｑと直交する直線に対
する第一の回転軸ｘの傾きが５°以下であれば、回転軸ｘが平面Ｑとおおむね直交してい
ると見なすことができる。また、平面Ｑと直交する直線に対する第一の回転軸ｘの傾きは
小さいほど好ましいので、この理由から、２°以下（但し、０°の場合を含む）が好まし
く、１°以下（但し、０°の場合を含む）がより好ましい。
【００２０】
　レシーバー６の入射面６０上に設定されるターゲット点ｐの位置は任意であるが、通常
はレシーバー６の入射面６０の中心に設定される。また、レシーバー６の入射面６０上に
仮想される直線ａ（ターゲット点ｐを通る直線ａ）も任意に設定可能であり、水平に対し
て傾斜した直線でもよいが、通常は水平の直線で構成される。
　なお、第二の回転軸ｙ、両回転軸ｘ，ｙの交点である不動点ｅは、実際の装置において
は、厳密な意味では鏡面３０上にはなく、鏡面３０から若干離れている場合が多いが、レ
シーバー６と太陽光集光装置との距離を考えると無視できるようなごくわずかな距離であ
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り、したがって、それらが鏡面３０上にあるものとして考えても、本発明を構成する上で
何ら問題はない。
【００２１】
　本発明の太陽光集光装置では、太陽を追尾する際の第一の回転軸x周りの回転によって
、第二の回転軸y自体が回転するが、第二の回転軸ｙは第一の回転軸ｘと直交しているた
め、不動点ｅを通って第一の回転軸ｘに垂直な平面に常に含まれることになる。つまり、
レシーバー入射面６０上で仮想される直線ａと不動点ｅを含む平面Ｑに、第二の回転軸ｙ
が常に含まれることになる。このため、平面反射鏡３の第二の回転軸ｙの位置で反射した
光線がレシーバー入射面６０と交差する点の集合は、レシーバー入射面６０上で仮想され
る直線ａに常に含まれることになる。そして、平面反射鏡３の鏡面３０上にあって、第二
の回転軸ｙと平行な線分上で反射した光線がレシーバー入射６０面と交差する点の集合か
らなる線分は、レシーバー入射面６０上で仮想される直線ａと常に平行になる。したがっ
て、長方形の平面反射鏡３の鏡面３０の四辺のうち、第二の回転軸ｙと平行な二辺の位置
で反射した光線がレシーバー入射面６０に交差する点の集合は、常にレシーバー入射面６
０上の直線ａ（本実施形態ではレシーバー６の水平中心線）と平行な線分となるので、レ
シーバー入射面６０における集光スポットの回転（経時的に回転を生じているかのような
形状変化）が抑えられることになる。
【００２２】
　以上のような本発明の作用効果は、平面Ｑと直交する直線に対する第一の回転軸ｘの傾
きが０°、すなわち、第一の回転軸ｘが平面Ｑと直交している場合に端的に得られるもの
であるが、平面Ｑと直交する直線に対する第一の回転軸ｘの傾きが５°以下（好ましくは
、２°以下、より好ましくは１°以下）であれば、第一の回転軸ｘが平面Ｑとおおむね直
交していると見なすことができるので、この場合にも、上記に準じた相応の作用効果が得
られ、集光スポットの回転（経時的に回転を生じているかのような形状変化）が抑えられ
る。
【００２３】
　図４は、レシーバー入射面上での集光スポットの経時的な形状変化を模式的に示すもの
であり、図４（ア）は従来装置を使用した場合のものを、図４（イ）は本発明装置を使用
した場合のものを、それぞれ示している。ここで、集光スポットとは、レシーバー入射面
６０において反射光によって照らし出される部分のことであり、より厳密には、「ターゲ
ット点ｐと不動点ｅを結ぶ直線をＬとした場合、平面反射鏡３の鏡面３０の輪郭を直線Ｌ
に沿ってレシーバー入射面６０へと射影したもの」と定義することができる。図４（ア）
に示す従来装置の場合には、１日のなかで集光スポットの形状があたかも回転したように
変化している。これに対して、図４（イ）に示す本発明装置の場合には、１日のなかで集
光スポットの平行四辺形の形状は変化する（平行四辺形の上下の辺が左右にずれる）もの
の、図４（ア）に示すような回転は生じていない。
【００２４】
　図５～図７は、数値計算により求めたレシーバー入射面上での集光スポットの経時的な
形状変化を示した光の強度分布図である。このうち、図５は従来の経緯台式装置を使用し
た場合の集光スポットの経時的な形状変化を示すもの、図６は従来の赤道儀式装置を使用
した場合の集光スポットの経時的な形状変化を示すもの、図７は本発明装置（第一の回転
軸ｘが平面Ｑと直交している本発明装置）を使用した場合の集光スポットの経時的な形状
変化を示すものである。計算の前提とした設備構成は、太陽光集光装置の設置数：８０基
、ソーラータワーの高さ：２２ｍ、集光スポット中心までの高さ：２０ｍ、ソーラータワ
ーと各太陽集光装置間の水平距離：１５～６０ｍ、第一の回転軸xと鉛直線とのなす角度
は、ソーラータワーに一番近いものが約５１度、一番遠いものが約１８度とした。
　図５～図７によれば、従来装置を使用した場合には、いずれも集光スポットの回転が生
じているのに対し、本発明装置を使用した場合には、集光スポットの回転は全く生じてい
ない。
【００２５】
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　本発明の太陽光集光装置の設置方法では、上述したような基本的な構成を有する太陽光
集光装置を設置するに際し、レシーバー６の入射面６０に含まれる１本の線分であって、
ターゲット点ｐを通る直線ａを仮想し、この直線ａと不動点ｅを含む平面Ｑを仮想した場
合に、平面Ｑと直交する直線に対する第一の回転軸ｘの傾きが５°以下（但し、０°の場
合を含む）となるように太陽光集光装置を設置する。その詳細はさきに述べたとおりであ
る。
　本発明の太陽光集光装置が適用される集光型発電設備（太陽熱発電又は太陽光発電を行
う集光型発電設備）では、図１に示すようにレシーバー６（ソーラータワーの上部に備え
られるレシーバー）の周囲に太陽光集光装置４が複数配置され、これら複数の太陽光集光
装置４により太陽光がレシーバー６に集光され、太陽熱発電又は太陽光発電がなされる。
【符号の説明】
【００２６】
　１　固定支持部
　２x　第一回転部材
　２y　第二回転部材
　３　平面反射鏡
　４　太陽光集光装置
　５　ソーラータワー
　６　レシーバー
　３０　鏡面
　６０　入射面
　ｘ，ｙ　回転軸
　ｐ　ターゲット点
　ａ　直線　
　ｅ　不動点
　Ｑ　平面
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